
○南アルプス市ものづくり企業成長投資事業費助成金交付要綱 

平成２７年４月２１日告示第７２号 

改正 平成２９年２月２３日告示第１８号 

 令和２年３月２５日告示第１０９号 

  令和４年３月２３日告示第７４号 

  令和５年３月２２日告示第６３号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内のものづくり企業が行う設備投資を支援することにより、

地域産業の成長基盤の強化を図り、もって雇用創造力の向上に寄与するため、も

のづくり企業成長投資事業費助成金（以下「助成金」という。）を予算の範囲内

において交付するものとし、その交付に関しては、南アルプス市補助金等交付規

則（平成１５年南アルプス市規則第４３号）に規定するもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） ものづくり企業 製造業のうち市長が別に定める業種又は本市の経済の

活性化に資するものとして市長が認める事業の用に供する工場又は事業所（以

下「ものづくり工場等」という。）を市内に有する企業をいう。 

（２） 製造業 統計法（平成１９年法律第５３号）の規定に基づき、統計基準

として定められた日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号。様式

第１号において「日本標準産業分類」という。）に規定する製造業をいう。 

（３） 機械設備 法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第３号

に規定する機械及び装置であって、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）別表第２に該当するもの（機械設備を稼動するた

めの附属設備を含む。）。ただし、リース物件、耐用年数１年未満のもの及び

取得価格２０万円未満のものを除く。 

（助成の要件） 

第３条 この助成を受けることができる者は、ものづくり企業であって、次に掲げ

るすべての要件に該当するものとする。 

（１） 市内において１年以上前から継続して事業を営んでいること。 

（２） 市内のものづくり工場等に設置し、かつ、事業の用に直接供する設備投

資であること。 

（３） 生産能力の拡大又は事業の高度化若しくは維持・効率化を図るための設

備投資であること。 



（４） 機械設備の取得に要する経費の総額が１，０００万円（消費税額及び地

方消費税額を除く。）以上であること。 

（５） 国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度による助成金等の

交付対象となっていないこと。 

（６） 国税、県税及び市税の未納又は滞納がないこと。 

（７） 市内のものづくり工場等における交付申請時の従業員数を維持すること。 

（８） 前年度又は当該年度に当該助成金の交付を受けていないこと。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の交付基準、交付額及び上限額は、次の表のとおりとする。 

交付基準 交付額 上限額 

１事業者当たり １００万円 ５００万円 

機械設備の取得に要する

経費の総額 

左欄の１０分の１ 

（１０万円未満切捨て、上限額４００万円） 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、ものづくり工場等の設備投資につい

て、あらかじめ助成金交付申請書（様式第１号）及び事業計画書（様式第１号の

２）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（１） 定款又は商業登記簿謄本（法人の場合）、住民票及び許認可証の写し（個

人の場合） 

（２） 決算書又はこれに準ずるもの（最新決算年度） 

（３） 国税、県税及び市税に未納又は滞納がないことの証明書 

（４） 事業の内容を明らかにする図面、パンフレット、見積書等 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交

付すべきものと認めたときは、助成金の交付の額を決定し、助成金交付決定通知

書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査により助成金を不交付と認めたときは、速やか

にその旨を申請者に通知するものとする。 

（交付決定後の辞退） 

第７条 前条第１項の規定により交付決定を受けた者（以下「事業者」という。）

は、次のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を助成金辞退届（様式第３

号）により市長に届けなければならない。 

（１） ものづくり工場等の設備投資を中止し、又は廃止したとき。 

（２） 第３条に定める要件を満たさなくなることが明らかになったとき。 



２ 市長は、前項の規定により届出があったときは、その交付決定を取り消すとと

もに、その旨を事業者に通知するものとする。 

（助成事業の変更） 

第８条 事業者は、機械設備の取得に要する経費に増減があるときは、助成事業変

更申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認（以下「助成事業変更承認」

という。）を得なければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成事業変更承

認をしたときは、必要に応じて条件を付した上、その旨を助成事業変更承認書（様

式第５号）により事業者に通知するものとする。 

（助成事業の実績報告） 

第９条 事業者は、助成事業が完了したときは、速やかに助成事業実績報告書（様

式第６号）及び機械設備一覧表（様式第６号の２）を市長に提出しなければなら

ない。 

（助成金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の

審査及び現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容（第８条に基づい

て変更を承認したときは、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合す

ると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を助成金確定通知書

（様式第７号）により当該事業者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第１１条 事業者は、前条の助成金確定通知を受けた日から起算して１５日以内に

助成金交付請求書（様式第８号）により市長に助成金の支払請求をしなければな

らない。 

（状況報告） 

第１２条 事業者は、助成金の交付を受けた日から次に掲げる日を基準日として、

基準日から起算して３０日以内に事業状況報告書（様式第９号）を市長に提出し

なければならない。 

（１） １年が経過した日 

（２） ２年が経過した日 

（３） ３年が経過した日 

（助成金の交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、第６条の規定により助成金の交付を受けた事業者が、次のいず

れかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。 

（１） 助成事業の要件を欠くに至ったとき。 

（２） この告示に違反する行為があったとき。 



（助成金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずること

ができる。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１５条 事業者は、助成事業により取得した財産について、助成金交付の目的に

従って効率的な運用を図り、適切に管理するとともに、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令別表第２に規定する期間内において、当該財産を目的に反して使

用し、又は他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、若しくは他の物件と交換し、

担保に供しようとするときはあらかじめ市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項に規定する財産の処分を承認した場合において、当該処分により

事業者に収入が生じたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるこ

とができる。 

（助成金の経理等） 

第１６条 事業者は、助成金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、そ

の証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を助成事業の完了した日の属す

る年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（審査委員会） 

第１７条 この告示の規定に基づく審査を行うため、南アルプス市ものづくり企業

成長投資事業費助成金審査委員会を置くものとする。 

（提出書類の部数等） 

第１８条 この告示の規定により市長に提出する書類は、正本１部とする。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに

第６条の規定により交付決定のあったものは、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年２月２３日告示第１８号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２５日告示第１０９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



附 則（令和４年３月２３日告示第７４号） 

（施行期日） 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２２日告示第６３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前までに第６条の規定により交付決定のあったものは、な

お従前の例による。 


